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第 45 回

北　川　村

文化祭開催

　第４５回文化祭文化部門作品展が１１月１９日（木）から２３日

（月）まで、北川村民会館にて開催されました。

　地域の方々から、短歌や写真、書道などさまざまな作品を出

展していただいたほか、保育園児・小中学生の作品も多数展示

していただきました。

　１１月２３日（月）には芸能発表会が行われ、各文化クラブが日ご

ろの練習の成果を披露しました。また、雨天にもかかわらず恒例

の婦人会による「ゆず食堂」やＰＴＡによるバザー、防災用品の展

示販売など駐車場での売店も賑わいを見せていました。

芸能クラ
ブ

詩吟 
茶月流

やまなみ
太鼓

展　示

出　店

日　舞

カラオ
ケ

社交
ダン
ス
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　国連は、「世界人権宣言」の採択を記念して、毎年１２月

１０日を「人権デー」とし、世界中で人権尊重の記念行事を

行うことを呼びかけています。日本では、１２月４日から人

権デーまでの一週間を「人権週間」とし、全国的な啓発活動

が行われています。

　１２月７日（月）に中芸地区の人権擁護委員が合同パレー

ドを行い、メッセージの伝達式が行われました。

みんなで築こう　人権の世紀
　～考えよう　相手の気持ち　育てよう　思いやりの心～

みんなで築こう　人権の世紀
　～考えよう　相手の気持ち　育てよう　思いやりの心～
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　１２月１２日（土）～１２月１３日（日）に東京および

大阪で開催された高知暮らしフェア（移住相談会）

に北川村が参加しました。

　高知暮らしフェアは県内企業や自治体が移住を

促進するため、毎年東京、大阪で開催している相

談会で、今回は東京会場３２７人、大阪会場２０５

人と例年の２倍以上の来場がありました。

　北川村ブースでは、ゆず就農支援や子育て支援

を中心にＰＲし、２会場で４４人の方の移住相談

を行いました。相談対応した方の多くがゆず就農

に興味を抱いており、今後、就農体験、移住

体験など移住につなげる取り組みを通して移

住促進を図りたいと思います。

　現在、都市部では田舎暮らしを真剣に考え

ている方が多く、今回の相談会も宮城県や奈

良県などから参加した方もいました。今後移

住を進めることは人口増加とともに地域活性

化にもつながるので、来年度以降も積極的に

取り組みたいと考えています。

　１２月６日（日）、高知県東部地域を舞台とした「安

芸・室戸パシフィックライド２０１５」が開催されま

した。

　安芸・室戸パシフィックライドは、地域の自然を

楽しみながら自転車で走るサイクリングイベントで、

１２月２３日まで開催した「高知家・まるごと東部博」

のスペシャルイベントとして開催されました。コー

スは、安芸市をスタートし、北川村から東洋町へ抜け、

室戸岬を回って安芸市へ戻る１３９ｋｍで、４００人

以上の方が県内外から参加しました。

　北川村は小島集会所が休憩場所となっており、湯

けむり会が前日から作ったイノシシ鍋や奈半利町の

田舎寿司などが振る舞われました。参加者からは地

元の方の振る舞いや手作りの看板、沿道での声援に

好評をいただきました。

　パシフィックライドに

関わってくださった皆さ

ん、応援してくださった

皆さんありがとうござい

ました。

東京、大阪の
　　　　　　　移住相談会に参加！！

安芸・室戸パシフィックライド２０１５開催！安芸・室戸パシフィックライド２０１５開催！
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小学校

中学校

　　人権参観日
　　12月６日（日）北川小中学校体育館にて、児童の手話を取り入れた歌の発表や、児童と聴覚障がいの方との交

流が行われました。児童の見事な手話と美しい歌声は、参加した保護者や聴覚障がいの方の心に響きました。

1

　　総合的な学習の時間および音楽発表会
　　12月12日（土）に、総合的な学習の時間として、１年（地域）２年（防災・修学旅行）３年（進路）について調べ

てきたことを、保護者や地域の方に聞いていただきました。また、各学年の合奏と全校合唱も行いました。これ

まで積み上げてきた学習の成果を多くの方の前で発表することは緊張もしたと思いますが、自信にもなったと思

います。

　また、この日の午前中は門松作りを行いました。自分で持ち帰る家用の他に地域に配る大きな物も作りました。

2

2

1

校学
通信
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ナ オ ミ ・ ロ ン グ
国 　 際

交 流 員

！ あ う い ！ 今年 く いい

今回私 本 正月 過 共通点 あ

祝い方 い ！ 本 正月 あ

家族 集 い い料理 作 家族 ゼン

あ 楽 い一 多く 人 一年 最 大事 祝い

家庭 い 一般的 ン 食べ ゼン

あ

近 く 習慣 始 いう ネ ョン 店

家 大 飾 ゼン ベン カ ン

数 数え 12月１ 2イ 数 同 数 窓 あ カ

ン 窓 ョコ １個入 子 人気 ！ 

前 夜 多く 人 教会 ャ ビ 行 うそく 火

ャ 歌い ン パ いう 料理 食

べ 帰 子 ン いう大 靴 ベ

枠 起 小 い ゼン い い詰 あ

本 正月 節料理 食べ ン 普通 い

料理 い く い あ い い料理 いえ 何 い 料理 思い ！ 何時

間 準備 ン 菜 昼 飯 食べ

作 本 い

ン 後 ン

いう 牛脂 入 い

食べ 食べ 前 ン ン 燃

伝統 あ ！ そ カ 引

張 パン！ 弾 カ 中 薄い紙 冠

紙 書 冗談 小 い 入 い

正月 大事 祝い 元 特別 行事 あ せ

大 そ 夜 友 集 夜中 ャ カウン ウン う

ビ番組 見 パ 花火大会 行 普通

年 ン ン 大 い花火大会 川 行わ い

12月 あい 恋 今回 本

正月 体験 思い 皆 良い一年

う ！

正月正月正月

ミンスパイ

クリスマスクラッカークリスマスプディング

ロンドンの花火大会（2015年）

クリスマスライト（ロンドン）
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中岡慎太郎先生顕彰会だより

11月17日（火）  第148回墓前祭

　朝からあいにくの雨の中、遠くは京都霊山護国神社の木村宮司、歌手の大林幸二さん、大阪からは

名誉村民の濱渦清三郎ご夫妻の出席をいただきました。「慎太郎遺髪墓地」で、11：00から神事が執り

行われ、中谷防衛大臣、広田・高野議員から祝電・メッセージが届き、披露されました。

　恒例の「シャモ鍋」も、奈半利町浦の会有志の支援を受け墓前祭出席者、地元住民、大林幸二コンサー

トに集まった人たちに振る舞われました。また、モネの庭（植物・パン）、郵便局（年賀ハガキ）、加茂地区「山

桜会」のメンバー（五目ずし）、柏木地区住民（赤飯・卵）の出店販売も行われ賑わいました。
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　慎太郎館駐車場にステージ台を設定し、大林幸

二コンサートが、13：00～14：30まで開催さ

れました。約100人の住民ら観客が集まり、慎太

郎の生涯を歌にした「維新の若虎」を熱唱。また、

佐川町で伝統芸能の剣詩舞を学ばれている藤原姉

妹（高校生・小学生）の剣舞も披露され、お客さん

からの「おひねり」もたくさんで大いに盛り上がり

ました。大林幸二さんの公演は、北川村では５回

目で村民との馴染みも深くなり、来てよかったと

の声も寄せられました。また、墓前祭に参加した

来賓、観客の皆さん全員に、藁工ミュージアムオー

ナーの池田文七さんご夫妻より、記念の紅白のお

餅も振る舞われ喜ばれました。

　大林幸二コンサートの後、14：45から慎太郎

館2階で、豊田学芸員による「中岡慎太郎のヒュー

マニズム」と題して、歴史好き・慎太郎ファン13

人が集まり講演が行われ、中岡慎太郎の『名言集』

などを詳しく解説され、興味深く聞き入っていま

した。

　この催しは、朝日新聞社、読売新聞社、高知新

聞社の取材があり、18日・19日報道されました。

と　ら

中岡慎太郎先生顕彰会事務局　☎３８－２４１３
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★FBで日々 の庭情報発信中。ぜひご覧ください♪

【お問い合わせ・ご予約】

北川村「モネの庭」マルモッタン

〒７８１－６４４１

高知県安芸郡北川村野友甲１１００番地

緯0887－32－1233　姉０８８７－３２－１２４３

http://www.kjmonet.jp/

営業時間 10：00～17：00　定休日：毎週火曜日

≪休園日のお知らせ≫≪休園日のお知らせ≫
◎年末年始休園◎

　２０１５年１２月２６日（土）～

　　　　　　　　　２０１６年１月１日（金）

◎冬期メンテナンス休園◎

　２０１６年１月１０日（日）～２月２９日（月）

☆2016年3月1日（火）☆
春の開園
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（写真：１２月紅葉と水鏡の美しい水の庭）

　高知家まるごと東部博が昨年末、盛況のうちに幕を

閉じました。モネの庭では、県内外からたくさんのお

客さまにご来園いただくことができました。２０１６年

も「モネの庭」の魅力を全国に伝えることができるよ

う、そしてご来園いただいた皆さまに感動を与えられ

るようスタッフ一同、頑張ってまいります。本年もど

うぞよろしくお願いいたします。

※３月１日は火曜日ですが開園いたします！！

　１月は２日より９日まで開園しております（５日

は休園）。冬のお庭散策、カフェでのお食事、ショッ

プ、手づくり工房、フラワーハウスでのお買い物な

どお楽しみください♪

観光協会からのお知らせ観光協会からのお知らせ
　こんにちは。事務局の松本です。

　一年は本当に早く過ぎていきますね。

　４月に新しく始めた月１回開催の村の直販市「きたがわマル

シェ」も、村民の方々にご協力をいただきながら無事に１２月

まで開催することができました。新年第１回の開催は、１月

１０日（日）。マルシェの会場で餅つきと温かい汁物の炊き出

しをして、ご来場の皆さんに振る舞う予定をしています。も

ちろん、村民の方々にもお楽しみいただけます。寒い時期で

すが、ぜひ１月の開催日にはマルシェの会場に足をお運びい

ただき、振る舞いをお楽しみください。

　そして、マルシェがどんな様子かも併せて見ていただけた

ら嬉しいです。まだまだこれから成長していかなければいけ

ない「マルシェ」をこれからも応援していただきたいですし、

ぜひ一緒に育てていただきたいです。

　皆さん、どうぞよろしくお願いいたします！！

　連絡先：北川村観光協会

☎ ０８８７－３２－１２２１（役場内）
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年・金・だ・よ・り国民年金保険料の納め忘れがある方へ

年金額アップ・年金の受給資格を得られます
　
　過去５年以内に国民年金保険料の納め忘れがある方は、申し
込みにより、平成２７年１０月から平成３０年９月までの３年間に
限り、国民年金保険料を納めることができます。

※年金制度が改正され、後納制度をご利用できる期聞が過去１０年から５
年に変わりました（過去２年以内の未納分は、これまで通り後納制度を
利用しなくても納付可能です）。

※過去５年とは、納めようとする月前５年以内の期間です。
（例）平成２３年４月分の場合 → 平成２８年４月末まで納付可能となります。

▲

この機会にぜひ後納制度をご利用ください。

後納制度で２年以上前の保険料を納付するメリット

　年金の受給資格が得られる可能性があります。

不足している期間の保検料を納めることにより、年金の受給資格を
得られる可能性があります。

　将来受け取る年金額が増額します。

＜１カ月分の後納保険料を納めることにより、

増額する老齢基礎年金額の目安＞

７８０，１００円（平成２７年４月時点の満額の年金額）

４８０カ月（４０年×１２カ月）

≒年額で１，６２５円増額

　ご利用いただける方

①２０歳以上６０歳未満の方で、５年以内に納め忘れの期間（納
付・免除以外）や未加入期間がある方

②６０歳以上６５歳未満の方で、①の期間のほか任意加入中に納
め忘れの期間がある方
③６５歳以上の方で、年金受給資格がなく任意加入中の方など

※６０歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている方は申し込みでき
ません。

※特定期間となっている期間は特例追納をご利用ください。

　申し込みから納めていただくまでの手順

国民年金後納保険料申込書に必要事項をご記入のうえ、年金事務
所に提出します。
●年金加入期間の確認のため戸籍謄本などが必要な場合があります。
●申込書は年金事務所からお取り寄せいただくか、日本年金機構
ホームページから印刷できます。

年金事務所において申込書の審査、承認などを行います。
●承認後に承認通知書、納付書、リーフレットを送付します。

納付書により金融機関、コンビニなどで納めてください。
●市区町村役場、年金事務所では納めることができません。

平成２７年１０月から後納制度が変わります！

　お申し込みいただく際の注意事項

こう　のう

納付の際に加算額がつきます

●過去３年度以前（平成２４年度以前）の後
納保険料には、当時の保険料額に加算額
がつきます。

　詳細は下記「平成２７年度中の後納保険
料額と納付期限」でご確認ください。

納める順番があります

●後納をご利用いただく際は、後納が可能
な期間のうち、最も古い分から納めてい
ただきます。

　・平成２２年度　　　古い分
　・平成２３年度
　・平成２４年度　　　新しい分

申し込み後に審査を行います

●後納保険料の納付が可能な期間について
の審査を行い、その結果をお知らせしま
す。

●審査にはお時間がかかることがありますの
で、期限に余裕をもってお早めに申し込み
ください。

●後納制度をご利用いただける期間は平成
２７年１０月から平成３０年９月までです。

●保険料は１カ月分から納付できます。

利用期聞は平成３０年９月まで

●一部免除された期間のうち、未納となっ
ている期間も後納の対象となります。

　この場合の後納保険料は、一般の未納期
間と同じ１カ月分の保険料が必要です。

一部免除の未納期間も納付できます

●全額免除や一部免除（一部納付済み）、
若年者納付猶予および学生納付特例の承
認を受けた期間は後納制度をご利用いた
だけません。

　上記期間の納付を希望する場合は、１０年
までさかのぼって納付できる追納制度をご
利用ください。

免除期間がある方は…

平成２７年１０月から平成２８年３月までの後納保険料

 ①後納保険料額 ②当時の保険科額 ③加算額 納付期限

平成２２年度 １５，９００円 １５，１００円 ８００円 図１を参照ください

平成２３年度 １５，５２０円 １５，０２０円 ５００円 平成２８年３月３１日

平成２４年度 １５，２２０円 １４，９８０円 ２４０円 平成２８年３月３１日

平成２５年度 １５，０４０円 １５，０４０円 加算なし 平成２８年３月３１日

※後納保険料額は、「当時の保険料額＋加算額」です（①＝②＋③）。
※後納保険料額は政令で定められ、毎年度改定されています。
※後納保険料を納付した場合、納付した日が「納付対象月の保険料納付日」とみなされます。

【図１】　　　　　　　　納付期限

平成22年10月分→ 平成27年10月31日

平成22年11月分→ 平成27年11月30日

平成22年12月分→ 平成27年12月31日

平成23年１月分→ 平成28年１月31日

平成23年２月分→ 平成28年２月29日

平成23年３月分→ 平成28年３月31日

２年以内の国民年金保険料について

●国民年金保険料は、翌月末日が納付期限です。納付期限までに納めていない場合、
不測の事態が発生した際に障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができな
い場合があります。過去２年以内に納め忘れがある方は、２年以内の保険料も納
めていただきますようお願いします。

●２年以内の保険料が未納となっている方に対する納付督励（電話・文書・戸別訪問）
および保険料の収納義務は、民間委託を実施しています。
　

年金の受給資絡期間の短縮について

●老後の年金を受け取るために必要な期間（受給資格期間）は、消貴税率１０％へ
の引き上げ時（平成２９年４月）に２５年から１０年に短縮される予定です。

０５７０－０１１－０５０

お問い合わせは『国民年金保険料専用ダイヤル』へ 　

　　　０５０から始まる電話でおかけになる場合は　０３－６７３１－２０１５
　　　お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

＜受付時間＞

　月～金曜日　午前８：３０～午後５：１５
　　※ただし、月曜日（月曜日が休日の場合は火曜日）は午後７：００まで延長

　第２土曜日　午前９：３０～午後４：００
（祝日、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません）

※ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内
通話料金でご利用いただけます。

　ただし、一般の固定電話以外（携帯電話など）からおかけになる場合は、通常の
通話料金がかかります。

※「０３－６７３１－２０１５」の電話番号におかけ
になる場合は、通常の電話料金がかかります。



��

冬季の節電・省エネルギー対策について
～節電へのご協力をお願いします～

環境キャラクター
「エコくん。」

【サンプルデータなどを元に資源エネルギー庁にて推計】 【資源エネルギー庁推計】

の についていて

～節電へのご協力をお願いします～

　今冬、四国電力管内では、厳冬となることを想定した上で、瞬間的な需要変動に対応するために必

要とされる予備率３％以上を確保できる見通しですが、大規模な発電所のトラブルが発生した場合、安

定供給ができない可能性が懸念されます。そこで、政府は平成27年12月１日から平成28年３月31日まで

の平日（12月29日～31日を除く）、９：00～21：00までの間、節電※へのご協力をお願いしています。

冬季平日の電気の使われ方（イメージ） 家庭における冬の夕方（19時ごろ）の消費電力（例）

◎節電メニューなど、節電に関する情報を掲載しています！！
四国経済産業局 検 索 ht tp://www.shikoku.met i.go.jp/

◎政府の節電ポータルサイト「節電.go.jp」もご覧ください。
節電 .go.jp 検 索 ht tp://setsuden.go.jp/

※数値目標は設定しておりません。節電をお願いする期間・時間帯において、無理のない範囲での節電を
お願いします。

今冬の電力需給対策

◎節電・省エネ活動を選択して応募すると抽選でスマートライフを支える賞品が当たります！
スマートライフジャパン！ 検 索 ht tp://smart-life-japan.jp/

空調

・重ね着などをして、室温20℃を心がける（設定温度を２℃下げた場合）。（節電効果７％）

・窓には厚手のカーテンを掛ける。（節電効果１％）

　※ガス・石油ストーブなどを使用される場合には、以下の点にご注意ください。

　　①窓を開けるなどして必ず換気をすること。

　　②洗濯物や布団などはストーブの近くには置かないこと。

照明
・不要な照明をできるだけ消す。（節電効果４％）

・照明器具を購入するときは、省エネ型の電球形蛍光ランプやLED電球などを選択する。

電力
消費機器

・冷蔵庫は設定温度を「弱」に変え、扉を開ける時間を減らし、食品を詰め込み過ぎないようにする。

（節電効果１％）

・テレビを省エネモードに設定し、画面の輝度を下げ、不要な時は消す。（節電効果２％）

・便座保温・温水の設定温度を下げ、不使用時はふたを閉める。（節電効果１％未満）

・本体の主電源を切る。長時間使わない機器はコンセントからプラグを抜く。（節電効果１％）

　※節電効果は通常、エアコンを使用される家庭の場合を想定。

節電・省エネキャンペーンスマートライフジャパン！

節電メニュー（例）
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　平成27年分の所得税および復興特別所得税、贈与税の確定申告、消費税および地方消費税の確定申告書の作成は、国

税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をぜひご利用ください。

　「確定申告書等作成コーナー」は、画面の案内に従って該当項目を入力することにより、所得税および復興特別所得税、

贈与税、消費税および地方消費税の申告書や青色申告決算書などが作成できます。

　作成した申告書は、ｅ－Ｔａｘにより直接送信（電子申告）するか、印刷して郵送などで税務署に提出することができます。

　なお、納税は便利で確実な「振替納税」をご利用ください。

　「振替納税」をご利用になると、預貯金口座の残高を確認しておくだけで、金融機関または税務署に出向かなくても自

動的に納付ができます。

　「振替納税」のお申し込みは、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」に必要事項をご記入の上、申告期限までに

税務署または振替納税をご利用になる金融機関に提出してください。

■平成27年分の確定申告・納期限

　　所得税および復興特別所得税・贈与税：平成28年３月15日（火）

　　個人事業者の消費税および地方消費税：平成28年３月31日（木）

■振替納税を利用される場合の振替日

　　所得税および復興特別所得税：平成28年４月20日（水）

　　個人事業者の消費税および地方消費税：平成28年４月25日（月）

復興特別所得税の記載漏れにご注意ください

　平成25年分の所得税から平成49年までの各年分については、所得税と復興特別所得税を併せて申告・納付すること

とされています。

　所得税および復興特別所得税の確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないようご注意

ください。

お問い合わせ先　安芸税務署　☎35－3115　（所在地）〒784－0001安芸市矢ノ丸４丁目５番地７

　税務署の代表番号は、自動音声案内でお受けしています。国税に関する一般的なご質問やご相談をご希望される場合は、自動音
声案内に従い「１番」を、確定申告に関するご相談は「０番」を選択してください。国税局「電話相談センター」の税務相談官などがご

相談をお受けします。

所得税および復興特別所得税・贈与税・消費税および
地方消費税の確定申告と納税はお早めに

書面提出！

データ送信！

ｅ－Ｔａｘ

または
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　現在85歳以上の４人に１人は認知症になっているといわれ

ています。認知症は誰にでもおこりうる身近な脳の病気です。

　中芸広域連合では、認知症の方への理解を深めることで認知

症になっても住み慣れた地域で安心して暮らしていけることを

目指しています。

　高知県では診察時に気軽に認知症について相談ができるよう、認知症についての研修を修了した医師を「こうち

オレンジドクター」として登録しています。

　認知症も他の病気同様、早期発見・早期治療が大切です。早期発見できれば

　　①今後の生活の備えを記憶・判断力が明確なうちに行える

　　②早期治療により改善する場合がある

　　③進行を遅らせることが可能な場合がある

など多くのメリットがあります。気になることがある時はかかりつけ医やオレンジドクターに相談してみましょう。

ひとりで悩まないで・・ひとりで悩まないで・・ひとりで悩まないで・・

知っていますか？ オレンジドクター

＊高齢者のことならなんでもご相談ください＊

中芸広域連合地域包括支援センター　田野町1828番地６（田野町役場東隣）　☎ 32－1244

＜オレンジドクターのいる医療機関＞

田野
病院

中芸
クリニック

はまうづ
医院

認知症
になっても安心して

暮らせる地域
へ

気になること

はかかりつけの

医師へ相談

してみよう

認知症の方や

介護をされている

家族へのさりげない

見守りを

家族や地域で

手伝ってもらえる人や

話を聞いてもらえる人を

探してみましょう

介護保険や

福祉サービス

などは上手に

利用しましょう

困ったときは

役場や地域包括

支援センターへ

相談を

同じ経験を

持つ人や仲間に

悩みを打ち明ける

ことが大切！

中芸広域連合　介護サービス課より
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～がん検診のお知らせ～ 1 月
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みどり保育所
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